
宇治川河川整備計画（案）の諸問題 
０８０７２３  宇治・世界遺産を守る会 薮田秀雄 

１、淀川・宇治川の河川整備計画を考える上で必要なこと 

①宇治市民の命を守る 

・宇治川堤防の補強 

・宇治川洪水への対応    （戦後最大・昭和２８年台風１３号洪水） 

 ・琵琶湖の後期放流への対応 

②宇治川の再生 

 ・天ヶ瀬ダム建設による河川縦断方向の遮断の影響 

 ・天ヶ瀬ダム再開発・1500㎥／s放流を前提とする河川工事によって破壊された河川環境の修復 

２、宇治川の河川整備計画（案） 

原案（070829） 整備目標   

（２）整備目標 

 過去に流域で経験したことのある洪水に対して被害を生じさせないことを目標として、

上下流、本支川間のバランスを図りつつ対策を実施する。一部の地域の犠牲を前提として

その他の地域の安全が確保されるものではなく、流域全体の安全度の向上を図ることが必

要であるとの認識に立って、淀川本川及びその上流の各支川については、戦後最大の洪水

であり、流域全体に大きな被害をもたらした昭和28年台風13 号洪水を対象とし、猪名川

については、戦後最大洪水である昭和35 年台風16 号洪水を対象とする。また琵琶湖につ

いては、下流において被害が生じる恐れがある場合に洪水を貯留して下流を守っている状

況に鑑み、下流において被害の恐れがなくなった洪水後期に速やかに琵琶湖の水位を低下

さて琵琶湖沿岸部の被害を軽減するため、後期放流対策を行う。 

 

 

淀川水系河川整備計画原案（070828） 淀川水系河川整備計画案（080620） 

① 宇治川  

山科川合流点より上流において1500㎥／ｓの流下能力

を確保するために、以下の対策を実施する。これによ

り、宇治川において戦後最大の洪水に対する安全な流

下とともに、洪水後期の琵琶湖の速やかな水位低下を

図ることが可能となる。 

・隠元地区において、引堤及び河道掘削を実施する。 

・塔の島地区においては優れた景観が形成されていること

から、学識経験者の助言を得て、景観、自然環境の保全、

親水性に配慮した河道整理を実施する。 

・天ヶ瀬ダム再開発事業に基づき、天ヶ瀬ダムの放流能

力を増強させる。」 

 

 

 

 

 

具体的には「図4.3.3－3塔の島地区河道整備」と「図

4.3.3－4 宇治川河道掘削断面図」で「河道掘削により河

積を確保」を、「「図4.3.3－5天ヶ瀬ダム再開発の諸元」

「図 4.3.3－6 天ヶ瀬ダム再開発による放流能力の増

強」として、計画放流量600㎥／sのトンネル式放流施設

を天ヶ瀬ダムの左岸に建設する。 

３）宇治川  

山科川合流点より上流の宇治川においては、天ヶ瀬ダ

ムを効果的に運用し宇治川及び淀川本川において洪水

を安全に流下させるとともに、琵琶湖に貯留された洪水

の速やかな放流を実現するため、1500 ㎥／ｓの流下能

力を目標に、塔の島地区における河道整備及び天ヶ瀬ダ

ム再開発事業による天ヶ瀬ダムの放流能力の増強を行

う。 

これにより、宇治川においては、戦後最大の洪水であ

る昭和29年台風13号洪水を安全に流下させることが可

能となるとともに、淀川水系全体の治水安全度の向上に

効果のある大戸川ダム、天ヶ瀬ダム再開発と合わせ、そ

の結果、降雨確率で概ね1／150 の洪水に対応できるこ

ととなる（図4.3.2―18～21、写真4.3.2－6）。なお塔

の島地区については、優れた景観が形成されていること

に鑑み、学識経験者の助言を得て景観、自然環境の保全

や親水性の確保などの観点を重視した整備を実施する。 

具体的には、「図 4.3.2―18 天ヶ瀬ダム再開発の諸

元」「図4.3.2－19天ヶ瀬ダム再開発による放流能力の増

強」で、計画放流量600㎥／sのトンネル式放流施設を天

ヶ瀬ダムの左岸に建設する。 

「図4.3.2－20塔の島地区河道掘削」「図4.3.2－21塔の

島地区掘削断面図」で本川、塔の川の掘削範囲 1900ｍの

河道掘削、護岸セットバック・道路嵩上、導水管撤去、締

切堤撤去、落差工切下げ、橘島下流のみ切下げ。 
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３、検討課題 

：天ヶ瀬ダム再開発・１５００㎥／s放流の危険性と河川環境への影響 
   ・ダム左岸における巨大トンネル掘削の危険性 ・低周波空気振動の影響 

   ・河川流況はどうなるのか（白虹橋地点における900㎥／sと600㎥／sの十字型合流） 

・塔の島地区における計画高水位目一杯の洪水流の危険性  

   ・高水位×長期間の放流による槙島地区の堤防の危険性 

   ・塔の島地区の景観と河川環境の破壊の進行    ・河床掘削による河床低下の進行の危険性 

 ：戦後最大洪水に対応するために塔の島地区の１５００㎥／ｓ改修は必要か  

天ヶ瀬ダム再開発：放流能力の増大（洪水対応時１１４０㎥／ｓ、琵琶湖後期放流対応時１５００㎥／ｓ） 

現行の天ヶ瀬ダムの概要 

（第67回委審議資料1-3-5「資料―5 天ヶ瀬ダム再開発

事業について」ｐ34．35） 

天ヶ瀬ダム再開発事業について 

（第67回委審議資料1-3-5「資料―5 天ヶ瀬ダム再開発

事業について」） 天再・大戸川ダム有り 

コンジットゲート３門  

放流能力 １１００㎥／s（能力） 

            ８４０㎥／s（計画最大放流量） 

 

クレストゲート４門放流量   ６８０㎥／s（能力）  

治水容量         ２０００万㎥   

天ヶ瀬ダム地点計画高水流量 １３６０㎥／ｓ 天ヶ瀬ダム地点計画高水流量   ２０８０㎥/ｓ 

（洪水調節）         ５２０㎥／ｓ （洪水調節）           ９４０㎥/ｓ 

天ヶ瀬ダムＯＵＴ       ８４０㎥／ｓ 天ヶ瀬ダムＯＵＴ        １１４０㎥/ｓ 

 琵琶湖の水位低下のための最大放流１５００㎥/ｓ  

 （宇治地点           １５００㎥/ｓ） 

下流淀川枚方ピーク時には１６０㎥／ｓに調節して下流

域の洪水を防ぐ。 

＊パンフレット「天ヶ瀬ダム再開発事業」の天ヶ瀬ダムに

おける洪水調整図では２次調節は２２０㎥／ｓで示され

ている 

天ヶ瀬ダム流入量のピーク確認後、枚方流量８０００㎥／

ｓ以上となる時点から二次調節を開始。 

二次調節放流量 ４００㎥/ｓ。 

（第 67 回委員会審議資料 1－3－3「淀川水系における洪

水調節の考え方」） 

淀川枚方のための天ヶ瀬ダム１１４０㎥／ｓ放流 

 水系全体で戦後最大洪水に対応することを目的に桂川大下津や桂下流地区、木津川上野地区等で河川改修を実施す

る。降雨の時間分布、空間分布に伴う各支川のピーク流量発生時刻の組み合わせによっては淀川本川の水位が計画高

水位を上回るケースが生じる。天ヶ瀬ダムで枚方向けの二次調節を行う場合天ヶ瀬ダムに大きな容量を確保する必要

がある。このため洪水調節時の放流量を現況の８４０㎥／ｓから１１４０㎥／ｓに増強することにより天ヶ瀬ダムの

洪水調節容量の有効活用を図る。さらなる不足分を補うために大戸川ダムを整備する。 （第６７回 ｓｓ１－３－

３ 資料３ 淀川水系における洪水調節の考え方） 

琵琶湖のための天ヶ瀬ダム１５００㎥／ｓ放流 

・下流において被害が生じる恐れがある場合、瀬田川洗堰の放流制限あるいは全閉操作を行う。下流において被害の

恐れがなくなった洪水時後期において速やかに琵琶湖の水位を低下させて琵琶湖沿岸部の被害を軽減するため後期

放流を行う。（第６７回 ｓｓ１－３－３ 資料３ 淀川水系における洪水調節の考え方） 

・天ヶ瀬ダム再開発・1500㎥／ｓ放流は洪水後期の琵琶湖の放流（琵琶湖後期放流）に対応するもの。 
・1500 ㎥／ｓは大戸川と瀬田川洗堰の流量の合計。大戸川の流出量が 300 ㎥／ｓの場合、琵琶湖水位が＋1.4ｍの場

合、瀬田川洗堰からの流量は1200㎥／ｓで合計1500㎥／ｓとなる。 
・「天ヶ瀬ダムの洪水期制限水位での1500㎥／ｓへの放流量の増大は、71年12月に策定された淀川水系工事実施基

本計画に示されたものを踏襲したもので、明確な論理的根拠をもっているとはいえない。治水ばかりでなく環境を

含めた新たな視点からの再検討が必要である。」（「淀川水系5 ダムの調査検討についての意見 平成17年12月22
日 淀川水系流域委員会」から）・放流能力増大の日本一の巨大トンネルに４３０億円以上の巨費がつかわれる。 
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琵琶湖沿岸の浸水の軽減のために 

 

「淀川水系河川整備計画基礎原案に対する意見書」（平成15年12月 淀川水系流域委員会） 

意見書（琵琶湖部会）は、「琵琶湖の緩やかな水位上昇による湖岸域の洪水被害は主として田畑の冠水であり、人命

への深刻な影響が危惧される流入河川の急激な氾濫洪水の場合とは別個に考える必要がある。この場合、浸水補償・

移転促進・輪中堤建設・ピロテイー構造化等の方策の策定を、十分に検討すべきであり、また、浸水の可能性のある

周辺農地を『遊水地』や野生生物の生息地として借り上げる等、積極的に活用する施策の検討をも行うべきである。

その場合、農林行政での『水田の多目的機能』政策と連携することが必要である。」と述べています。 

 
琵琶湖沿岸の浸水被害の軽減の効果ある対策の検討 

第一に、家屋に対して15戸の床下浸水があるというが、西の湖周辺の例を見てもそれぞれ経過を持っているのであ

って、15戸の床下浸水を軽減するために琵琶湖全体の水位を下げるという対策は理にかなわないことです。 
現地の人の話では「洪水時に水がついてもここが好きだからこの水辺に居住している」ということであり、平成7

年 5 月洪水の後に建築された住宅は自ら家屋に１ｍ程度の下駄を履かせて、浸水を避ける対策を講じています。小

規模住宅に対する対策は、必要な場合、輪中堤などの対策が効果的です。さらにいうならば、浸水家屋を増加させ

ないための土地利用の誘導が必要です。 
 
第二に、浸水のほとんどは水田です。 
水稲の浸水に対して、琵琶湖総合開発事業で湖岸堤と合わせて14箇所の内水排除施設（内水排除機場）が設置さ

れています。対象の流域面積は122.6ｋ㎡で、排水ポンプの能力は30年に1回程度発生する大雨に対して、水稲の

湛水被害がもっとも大きい穂バラミ期に、被害が最小となる湛水時間と湛水深の範囲で水を汲み出すことを考えて、

ポンプの能力を決めています。一般的に 1 日半（36 時間）以内に湛水深を 30 ㎝まで低下させると被害が少ないと

されています。平成 7 年の洪水で、琵琶湖開発事業完了後はじめて、14 箇所全ての内水排除施設を 12 日間動かし

て水を汲み出し、その結果、湛水時間が大幅に短縮され、その効果を発揮した。湖岸治水の効果により浸水面積が

従前の5分の1に軽減された。内水排除施設の効果で浸水時間が大幅に短縮された。 
内水排除施設の設置場所は、国土交通省およびの農林水産省の内水排除の採択基準等を参考に次のように決める

として、〈基準１〉30 年の一度程度の大雨で琵琶湖水位がB.S.L.＋0.8ｍとなったとき、湛水面積が 30ha 以上とな

る。〈基準２〉湛水面積のうち約１ha以上（田面積）の湛水深が30㎝以上となる。〈基準３〉流域面積が3ｋ㎡（300ha）
以上の河川の流域です。 
また内水排除施設の無い湖岸堤の樋門は、地盤が比較的高い地域にあり、操作する頻度は少ないが、琵琶湖の水

位が内陸側の水位を上回り、琵琶湖の洪水が逆流してくる場合に操作する。しかし、一般的にはポンプ排水しない

と内水位が高くなるので、このようなときは関係市町等が可搬式ポンプ等で内水排除されるよう期待しているとい

うことです。（独立行政法人 水資源機構 琵琶湖開発総合管理所のパンフレット「洪水被害を大きくしないために 

内水排除施設の役割」および「琵琶湖周辺のために 琵琶湖治水」から）。 
 
また琵琶湖総合開発事業による内水排除施設（内水排水機場）以外にも干拓事業で設置された内水排水機場が設

置されています。これらを見れば、水稲の浸水に対する対策はすでに講じられている。 
水稲の場合、いかに速やかに湛水深を低減させるかが問題であり、琵琶湖全体の水位を下げることより、ポンプ

による内水排除がもっとも効果的といえます。 
ただし内水排水機場のポンプを稼働させる費用が必要なことは明らかである。  

琵琶湖の後期放流は必要である。しかしその放流量は下流の宇治川によって制限される。 

天ヶ瀬ダムの琵琶湖の後期放流対応時の放流量は、下流の宇治川を壊してまで１５００㎥／ｓにする必要

はなく、宇治川洪水時の放流量と同程度（１１４０㎥／ｓ）に低減すべきです。 
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（３）宇治川は天ヶ瀬ダム再開発・大戸川ダム整備後は現状よりも危険になる！ 
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６、市民の対案・・・治水・環境保全の河川法の趣旨に沿って 
１、宇治川堤防の早期強化を図る 

２、天ヶ瀬ダムの琵琶湖の後期放流対応時の放流量１５００㎥／ｓを見直し、宇治川洪水時（１１４０

㎥/ｓ）と同程度に低減する。  

３、塔の島地区の河川整備１５００㎥／ｓ改修（河床掘削）を見直し、１２００㎥/ｓレベル改修に低減 

する。 

 
 戦後最大洪水対応と河川環境の保全 
①宇治橋から下流はすでに1500㎥/ｓ以上の流下能力を持っている（山科川合流点での計画高水流量は1420 ㎥/
ｓ、切り上げて1500㎥/ｓ）。原案・整備計画案のように天ヶ瀬ダムから山科川合流点まで一律に1500 ㎥/ｓ
の流下能力を確保する必要はなく、実態に即して宇治川洪水対応と河川環境の修復・保全が同時に可能な河川

整備として、塔の島地区は1200㎥/ｓレベルの河川整備を行う。  
 ②1300 年以上の歴史を有する亀石の歴史的景観をはじめ、塔の島地区の景観と環境を修復・保全を可能にする。

1500 ㎥/ｓ改修（河床掘削）では水位が約１ｍ低下し、亀石は完全に陸地化する。塔の島・橘島は島の上面と

水面の落差が広がりさらに軍艦島のようになる。河床掘削は、すでに塔の島地区で1.5ｍ程度河床が低下し、砂

洲が消滅し、河川環境が悪化している状況からさらなる河床低下を進行させる危険性がある。これを回避して

再生をめざす。 
③戦後最大洪水・昭和28年台風13号洪水への対応が可能である。 

    河川管理者の説明は、「宇治地点の流量＝天ヶ瀬ダム放流量1140㎥／ｓ＋宇治発電所＋宇治残留域の流入量」

として、戦後最大洪水（昭和28年台風13号）が発生した時は宇治地点の流量は1500㎥／ｓとなる。したがっ

て、宇治川（宇治地点）において流下能力を1500㎥／ｓの増強する改修が必要となると説明している。宇治地

点・山科川合流点ではこの説明は仮に納得できたとしても塔の島地区では納得できない。 

天ヶ瀬ダム～山科川合流点の流域面積は27Ｋ㎡であり、天ヶ瀬ダム～宇治橋の流域面積は16.8ｋ㎡である。

残流域の流出量の説明が当初説明の毎秒300㎥が240㎥に修正された。さらに、別紙―584は「昭和28年台

風13号の洪水が発生した場合、天ヶ瀬ダム下流の流入支川合計は220㎥／ｓ」としている。宇治残流域から

の流入量が単純に流域面積に比例するものとすると、この数値を用いた場合、宇治橋＝塔の島地区の流量は、

1140＋60＋220×16.8／27＝1337となる。 
④さらに塔の島地区の改修規模を1200㎥/ｓレベルに近づけるための方策を検討する。 

・天ヶ瀬ダム放流を1140㎥／ｓから低減する。その場合、どこまで低減できるのか天ヶ瀬ダムの 
洪水調節容量への影響を検討する必要がある。 

・別紙584に示されている同様に時差放流的な調整ができないか天ヶ瀬ダムの放流方法の検討も必要。 
  ・大洪水放流時は天ヶ瀬発電所は発電放流しないという前提であるが、発電しながら放流（180 ㎥／ｓ）できれ

ば、宇治発の60㎥／ｓは０でゆける。 
・宇治発電所が、大洪水の非常時に平常時と同じ毎秒60㎥を放流することは納得できない、低減を検討すべき 
です。  

   ＊年間の発電量  平成19年3月末現在 京都府統計資料    
 発電所 発電機最大出力 発電機容量 個数 年間発電量（平成18年度）ＭＷｈ 
天ヶ瀬発電所 ９２０００ｋｗ ５５０００ｋｖＡ 2個 ２１６，８５０ 
宇治発電所 ３２５００ｋｗ ７３００ｋｖＡ 5個 ２２０，２４９ 

    天ヶ瀬ダム１１４０＋宇治発電所 ０＋１３８＝１２７８ 
天ヶ瀬ダム１１００＋宇治発電所 ０＋１３８＝１２３８ 

・塔の島地区の流下能力は、塔の川締切堤、導水管、亀石遊歩道の撤去と亀石下流の道路のかさ上げによって流

下能力は毎秒１１２０㎥に戻る。落差工の切下げで流下能力は１２２０㎥／ｓになる。 
 

琵琶湖後期放流への対応 

①戦後琵琶湖水位が最高になった昭和３６年６月洪水時の後期放流・毎秒１２００㎥への対応が可能。 

 別紙1509参照 
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洗堰地点流量（現況）

　第70回淀川水系流域委員会　審議資料１－１スライド５の図は、第67回淀川水系流域委員会（H19.11.26）
審議資料1-3-5の11頁に河川管理者がお示ししたものと同じです。
この資料は、琵琶湖の戦後最高水位を記録した昭和36年6月洪水が発生した場合において、現況の河道状
況における琵琶湖水位の時間変化と天ヶ瀬ダムの放流能力増強と宇治川・瀬田川の整備後における琵琶
湖水位の時間変化を比較したものです。
　この場合における瀬田川洗堰地点の流量と天ヶ瀬ダムの流入量、放流量の時間変化は以下の通りです。

【瀬田川洗堰地点流量ハイドログラフ（現況）】

【計算条件】
　（現況）  ・天ヶ瀬ダム（現行操作）
　　　　　　 ・大戸川ダムなし
　　　　 　　・瀬田川（現況断面）

【天ヶ瀬ダム地点流量ハイドログラフ（現況）】

【計算条件】
　（現況）  ・天ヶ瀬ダム（現行操作）
　　　　　　 ・大戸川ダムなし
　　　　 　　・宇治川（現況断面）
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天ヶ瀬ダム地点流入量（整備後）

天ヶ瀬ダム地点放流量（整備後）
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【瀬田川洗堰地点流量ハイドログラフ（整備後）】

【天ヶ瀬ダム地点流量ハイドログラフ（整備後）】

【計算条件】
　（整備後）  ・天ヶ瀬ダム再開発後
　　　　　　　　・大戸川ダムなし
　　　　 　 　　・瀬田川（計画断面）

【計算条件】
　（整備後） ・天ヶ瀬ダム再開発後
　　　　　　　 ・大戸川ダムなし
               ・宇治川（計画断面）
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７．１ 天ヶ瀬ダム再開発・１５００㎥／s放流に関連して実施された河川工事 

①塔の川護岸工（塔の川左岸）（1967年～1968年、1983年） 

②朝霧橋（1981年完成） 

③塔の島護岸工（塔の川右岸）（1982年）     

④塔の島・橘島東側半分掘削工事（1982年） 

⑤塔の川の落差工（上段 1983年完成、下段 1993年完成） 

⑥喜撰橋、橘橋、中の島橋（1984年完成）   

⑦導水管敷設工事（天ヶ瀬吊橋～塔の川）（1985年～1988年） 

⑧朝霧護岸工事（高水護岸：宇治橋～観流橋）（1988年～1991年） 

⑨乙方低水護岸工事（低水・高水護岸：宇治橋～関電吐水路上流）（1991年、1997～1998年） 

⑩左岸低水護岸工事（塔の島～橘島～落差工～ＪＲ宇治川橋梁下流）（1992年11月～1995年3月）（含む塔

の川河床止工事（宇治橋～落差工）1992年） 

⑪ＪＲ宇治川橋梁補強工事（1996年） 

⑫右岸低水護岸工事（宇治橋～観流橋）（1996年～1999年） 

⑬宇治橋の架け替え（1998年完成） 

⑭塔の川締切堤設置工事（1999年3月～2000年3月）  

⑮山王仙郷谷線道路拡幅工事（天ヶ瀬ダム再開発事業の大トンネル工事のため一部実施）（白川浜地区・2002

年1月～2003年7月完成、天ヶ瀬吊橋周辺、2000年～2001年）  

⑯宇治山田護岸工事（亀石上流～観流橋：亀石遊歩道設置）（2002年3月～2003年3月） 

 （平成12年宇治川塔の島地区河川整備検討委員会および平成17年塔の島地区河川整備に検する検討委員会の資料から作成） 

 

・・塔の島地区関連工事に要した費用・・・(2003年7月6日の質問に対する国交省近畿地整琵琶湖河川事務所の回答） 

○護岸工：約４７億円／橋梁工：約２６億円／導水路工：約１２億円／用地補償その他：約６億円、合計約

９１億円。 

○個別工事の詳細 

塔の川締切堤設置：約２億円／宇治山田護岸工事：約３億円／塔の川藻対策：約５百万円／年。  

 

これらを通じて見るとき、実施された宇治川改修工事の特徴は、①流路幅を狭めたこと、②河川護岸の直

線化、急斜面化、コンクリート化、③工事後、工事前の状態にできるだけ修復することを放棄したこと、⑤

工事目的を市民に説明できないものがあること、⑥河川法に定められた環境の保全と市民意見の反映の軽視、

⑦莫大な税金をつかって環境と景観が破壊されていることなどにあると言える。 

 

７．２ 宇治川の自然環境と景観の歴史的改変の概要 

第一は、豊臣秀吉による宇治堤（槇島堤）の建設がある。これによって宇治橋下流で西流して巨椋池に流れ込

んでいた宇治川が巨椋池から切り離され、伏見城近くまで北流するように捻じ曲げられる大変化がおこった。ま

た伏見から宇治、奈良への陸路を短絡すると共に、伏見城防衛を容易ならしめるために、巨椋池を縦断する太閤

堤が建設された。 

第二に、1933年から1941年にかけて実施された巨椋池干拓事業によって巨椋池が消滅した。宇治川の洪水調節

機能を持つ一大遊水地が無くなくなった。 

第三は、1964年に完成した天ヶ瀬ダムの建設である。昭和28年9月の台風13号による大洪水で宇治川左岸堤

防が決壊し、旧巨椋池一体が水没する被害にあったことを契機に天ヶ瀬ダムが建設された。 

天ヶ瀬ダム建設で、宇治川渓谷がダム湖の底に沈み、河川の連続性が断ち切られ、魚類は遡行下降できなくな

った。下流への土砂の供給が止まり、いったん低下した河床の復元力がなくなった。土砂の供給がなくなったこ

とと淀川の砂利採集によって、向島から上流でも、昭和40年代以降経年的に河床が低下し、低下量は1.5ｍ程度
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といわれている（塔の島地区河川整備に関する検討委員会第2回委員会資料―2）。 

第四に、天ヶ瀬ダム再開発事業（1,500㎥／ｓ放流）に関連する宇治川改修工事（1982年～2003年）によって

天ヶ瀬吊橋から下流の宇治川の自然環境と景観の破壊が進行、とりわけ塔の島地区の破壊が進行した。第二から

第四の変化は最近の65年間に起きている。 

 

７．３ 宇治川塔の島地区の河川環境と景観のあり方 

宇治川が渓谷から平野に出て巨椋池に流れ込むところに宇治のまちがつくられ、古くから交通の要所であり、

様々な歴史の舞台となった。宇治川は宇治のまちにとって生命線であるという時、その要は塔の島地区とその周

辺の景観にある。塔の島付近一帯は宇治のシンボル景観であり、平等院や宇治上神社の世界文化遺産指定も、こ

の一帯の景勝、自然と歴史的建造物群の調和があってのことである。 

宇治川の改修事業は、世界遺産と一体となった宇治川の価値を認識し、宇治川塔の島地区とその周辺の自然環

境と歴史的景観を保全し、継承するものでなければならない。  

  具体的には、以下の法制度や理念に基づいて改修事業を進めることが求められる。 

 

第一に、河川改修事業の基本には河川法の遵守がなくてはならない。 

1997年の法改正によって「河川環境の整備と保全」が河川法の目的の中に位置付けられ、河川整備計画の策定

に際しては、地域住民の意見を反映する手続きが導入された。したがって「治水対策」と「河川環境の整備と保

全」の二つを同時にクリアする河川改修事業がなされるべきであり、また地元住民の意見が尊重されなければな

らない。 

第二に、宇治川塔の島地区は、「世界文化遺産や伝統的建造物群保存地区」に該当し、公共事業においては、「景

観への影響に特段の配慮」が払われなければならないのである。 

2003年7月、国土交通省が「美しい国づくり政策大綱」を策定した。その前文において、「国土交通省は、この

国を魅力ある国にするために、まず、自ら襟を正し、その上で官民上げての取り組みのきっかけを作るよう努力

すべきと認識するに至った。そして、この国土を国民一人一人の資産として、我が国の美しい自然との調和を図

りつつ整備し、次の世代に引き継ぐという理念の下、行政の方向を美しい国づくりに向けて大きく舵を切ること

とした。」と記している。さらに、「地域ごとの状況に応じた取組みの考え方」の中で、「世界文化遺産や伝統的建

造物群保存地区の歴史的景観、我が国を代表する日本三景の自然景観など、だれでもが認める優れた景観は行政

と国民の責務として保全すべきである。これらの地域での公共事業においては、景観への影響に特段の配慮を払

うべきであり、事業実施の是非、工法等について慎重に検討する必要がある。」と記している。 

第三に、宇治市は「宇治市都市景観形成基本計画」（2003）を策定し、その中で、「世界遺産の平等院および宇

治上神社とその間を流れる宇治川流域一体の景観をとくに宇治市民のシンボルとして位置づけます。このシンボ

ル景観を背景も含めて保全し、後世に引き継いでゆくことを、市民ならびに事業者および公共機関の務めとしま

す」と定めている。宇治市都市計画マスタープランにおいても、宇治川塔の島地区一帯をシンボル景観として位

置付けている。 

第四に、2004年に制定された景観法は、第2条で、「良好な景観は美しく風格ある国土の形成と潤いのある豊か

な生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵

沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。」と定めている。2007年度、宇治市はこの景

観法に基づく景観計画を策定、塔の島地区一帯のシンボル景観はその中心的位置にあって、景観計画重点区域と

している。また、宇治市は今後、宇治川宇治橋上流地域を、重要文化的景観として指定するよう国に求める意向

である。 

 

宇治川の自然環境と歴史的景観は、宇治川の歴史的変遷の中で形成されてきた。この経過をふまえながら、宇

治川のあるべき姿を未来に継承すべきであるが、それは市民の手によって、市民的合意に基づいてつくりあげて

ゆかなければならない。子供たちが魚獲りと水遊びができる川として継承したい。 
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宇治・世界遺産を守る会 

 

 

 

 

 

 

 

 
①１９６５年頃の塔の島・橘島（宇治市） 

砂州の上で人々が遊んでいる。 

 
②１９８９年の塔の島と橘島（宇治市）。島掘削後、

護岸が直線化され砂洲が消滅。河床低下。河原が現

れることはない。 
 

③掘削前 

 
④掘削後の橘島。急斜面の護岸をつくった

ために２件の転落・死亡事故が発生。流心

が護岸のすぐそばを流れる危険な状態。 

 
⑤亀石周辺の河道を狭めた遊歩道（３億円） 

景観と環境を破壊。流下能力低下。 

 
⑥工事前、清流の中の亀石。 

 
⑦工事後、流れが淀み、汚水の流入もあり、惨憺

たる状況の亀石。 

 
⑧１５００㎥／s 改修（河床掘削）を行えば、水

位低下（約１ｍ）で１３００年の歴史を持つ亀石

は陸地化し、歴史的景観は破壊される。 

 
 

 
⑭工事前の左岸。2 つの水制があり、

砂洲がある。 

 
⑬大きく河道を狭められた川。2 つの

水制は壊され、砂洲は消滅。 

 
⑫藻の除去作業。毎年２回、５００万円。 

 
⑪塔の川締切堤（２億円）。鵜飼船は本川

に出られず。導水管からの毎秒３㎥／s の

流入水では塔の川の環境が悪化、藻の異常

繁殖と悪臭。喜撰橋からの景観も悪化。流

下能力低下。 

 
⑩塔の島地区の旅館の前の川を狭めた石

とコンクリートの下に導水管（天ヶ瀬吊橋

～塔の川）がある（１２億円）。景観と環

境悪化。流下能力低下。 

 
⑨白川浜の河道を狭めた導水管（１２億円）。

景観と環境悪化。 
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タイプライターテキスト
※新聞社の許可を受けて掲載しております。




